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当
局
で
も
基
本
方
針
が
公
表

さ
れ
る

　

２
０
２
１
年
８
月
に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審
査
（
以
下
、

第
４
次
審
査
）
の
結
果
が
公
表
さ

れ
て
か
ら
約
１
年
が
経
過
し
た
が
、

こ
の
４
月
に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
早
く

も
第
５
次
相
互
審
査
に
係
る
手
続

書
（
以
下
、
手
続
書
）
を
公
表
し

た
。
わ
が
国
は
、
こ
れ
を
受
け
、

５
月
に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供

与
・
拡
散
金
融
対
策
政
策
会
議（
以

下
、
政
策
会
議
）
に
お
い
て
、「
マ

ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散

金
融
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本

方
針
」（
以
下
、
基
本
方
針
）
が

決
定
さ
れ
て
い
る
。

　

各
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
現

在
、
取
組
み
中
の
第
４
次
審
査
結

果
に
基
づ
く
態
勢
高
度
化
に
加
え
、

「
手
続
書
」
や
「
基
本
方
針
」
で

求
め
ら
れ
る
事
項
に
も
十
分
に
目

を
配
ら
な
け
れ
ば
、
中
途
半
端
な

マ
ネ
ロ
ン
対
応
と
な
り
か
ね
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
第
５
次
相
互

審
査
（
以
下
、
第
５
次
審
査
）
の

特
徴
、
審
査
に
向
け
て
の
わ
が
国

の
対
応
状
況
、
金
融
機
関
に
お
け

る
対
策
の
着
眼
点
等
を
概
説
す
る
。

　
　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
５
次
審
査
の
特

徴

　

第
５
次
審
査
は
、
２
０
２
５
年

か
ら
開
始
予
定
で
あ
り
、
現
時
点

で
、
各
国
へ
の
審
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
確
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
手
続
書
」
は
最
終
化
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
今
後
、
改
訂
が
予

想
さ
れ
る
等
、
ム
ー
ビ
ン
グ
タ
ー

ゲ
ッ
ト
の
色
彩
が
濃
く
、
か
つ
、

第
４
次
審
査
と
の
比
較
で
評
価
の

目
線
が
上
が
っ
て
い
る
と
強
く
感

じ
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。

　

主
な
変
更
点
は
以
下
の
と
お
り
。

⑴　

検
査
周
期
の
短
縮

　

10
年
周
期
で
あ
っ
た
も
の
を
６

年
周
期
に
短
縮
す
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
審
査
も

踏
ま
え
る
と
、
金
融
機
関
に
と
っ

て
は
、
か
な
り
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

⑵　

リ
ス
ク
に
応
じ
た
国
別
の
審

査
の
実
施

　

各
国
に
対
し
、
事
前
に
重
点
審

査
項
目
を
明
ら
か
に
し
、
リ
ス
ク

の
所
在
に
応
じ
た
審
査
が
実
施
さ

れ
る
模
様
で
あ
る
。

　

わ
が
国
で
は
、
第
４
次
審
査
で

Ｎ
Ｃ
と
評
価
さ
れ
た
「
Ｒ
．８
非

営
利
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
悪
用
防

止
」
や
、
近
時
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
関
連

ペ
ー
パ
ー
を
公
表
し
、
第
４
次
審

査
で
も
Ｐ
Ｃ
で
あ
っ
た
「
Ｒ
．
７

大
量
破
壊
兵
器
の
拡
散
に
関
与
す

る
も
の
へ
の
金
融
制
裁
」、
信
託

等
を
含
む
「
Ｒ
．24
法
人
の
実
質

的
支
配
者
」
他
が
考
え
ら
れ
る
。

⑶　

有
効
性
評
価
目
線
の
高
ま
り

　

第
４
次
審
査
で
は
法
令
等
整
備

状
況
に
加
え
、
有
効
性
が
審
査
さ

れ
た
。
有
効
性
の
審
査
結
果
は
、

わ
が
国
を
含
め
、
必
ず
し
も
芳
し

い
も
の
で
は
な
く
、
第
５
次
審
査

で
は
、
さ
ら
に
有
効
性
審
査
に
重

き
を
置
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
４
次
審
査
に
お
い
て
得
ら
れ
た

知
見
を
基
に
第
５
次
審
査
は
実
施

1
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　前項では、2022 年４月に公表された金融庁のマネロン等対策のレ
ポートを読み解き、当局が求める対応について解説した。本稿では、
FATF が公表した第５次相互審査の概要と金融機関で必要とされる対
応の着眼点について解説する。

FATF第５次審査に向けたマネロン対策の課題
Part２　 FATF第 5次相互審査の特徴と金融機関に求め

られる対応
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さ
れ
る
た
め
、
目
線
が
高
ま
る
こ

と
も
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

ま
た
、
世
界
有
数
の
金
融
セ
ク

タ
ー
を
有
す
る
わ
が
国
が
対
策
を

強
化
す
る
こ
と
は
国
際
的
に
も
意

義
は
大
き
く
、
組
織
的
な
犯
罪
や

テ
ロ
リ
ズ
ム
等
の
脅
威
に
対
し
、

金
融
面
か
ら
の
取
組
み
を
強
化
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
点

か
ら
も
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
高
い
目
線

を
も
っ
て
対
日
審
査
に
臨
む
こ
と

は
あ
る
意
味
、
当
然
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
近
年
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
で
は
、

以
下
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
審
査

上
の
着
眼
点
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
暗
号
資
産

　

こ
の
分
野
の
変
化
の
速
さ
や
ラ

ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
脅
威
の
高
ま
り

等
も
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
ト
ラ

ベ
ル
ル
ー
ル
等
を
含
め
、
暗
号
資

産
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
基
準
の
早

期
実
施
の
促
進
を
務
め
る
と
と
も

に
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ

ン
、
Ｐ
２
Ｐ
取
引
、 

非
代
替
性
ト

ー
ク
ン
（
Ｎ
Ｆ
Ｔ
）、
分
散
型
金

融
（
Ｄ
ｅ
Ｆ
ｉ
）
等
を
含
め
暗
号

資
産
に
関
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

②
大
量
破
壊
兵
器
拡
散
金
融
（
以

下
、
拡
散
金
融
）

　

現
行
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
は
、
国

や
事
業
者
に
対
し
、
マ
ネ
ロ
ン
・

テ
ロ
資
金
・
拡
散
金
融
に
係
る
リ

ス
ク
評
価
を
行
う
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
第
５
次
審
査
で
は
、
大
量

破
壊
兵
器
の
拡
散
に
関
与
し
て
い

る
者
へ
の
金
融
制
裁
に
つ
い
て
も
、

制
裁
を
潜
脱
す
る
行
為
が
行
わ
れ

う
る
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
こ
と
を

求
め
、
事
業
者
は
、
適
切
な
リ
ス

ク
低
減
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
新

た
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③
実
質
的
支
配
者

　

パ
ナ
マ
文
書
等
に
よ
り
、法
人
・

信
託
の
悪
用
事
例
が
明
る
み
に
出

る
等
、
法
人
の
実
質
的
支
配
者
の

把
握
強
化
が
必
要
と
の
問
題
意
識

が
国
際
的
に
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
法
人
悪
用
を

防
止
す
る
観
点
か
ら
、
登
録
機
関

等
の
公
的
機
関
が
法
人
の
実
質
的

支
配
者
情
報
を
把
握
で
き
る
仕
組

み
の
義
務
化
を
含
む
多
面
的
取
組

を
規
定
し
た
勧
告
24
改
訂
案
を
２

０
２
２
年
３
月
に
承
認
し
、
第
５

次
審
査
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

④
環
境
犯
罪
と
マ
ネ
ロ
ン
対
策

　

２
０
２
０
年
の
「
野
生
生
物
の

違
法
取
引
か
ら
の
マ
ネ
ロ
ン
」
に

関
す
る
報
告
書
、
２
０
２
１
年
の

「
環
境
犯
罪
か
ら
の
マ
ネ
ロ
ン
」

に
関
す
る
報
告
書
を
通
じ
て
、
議

論
が
活
発
化
し
た
。
２
０
２
１
年

10
月
に
は
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
の
語

彙
集
に
お
い
て
、
マ
ネ
ロ
ン
の
前

提
犯
罪
の
一
つ
と
さ
れ
る
環
境
犯

罪
に
つ
い
て
、
保
護
種
の
野
生
動

植
物
の
違
法
な
収
穫
・
取
引
、
貴

金
属
・
宝
石
・
そ
の
他
天
然
資
源

の
違
法
な
採
掘
・
取
引
、
廃
棄
物

の
違
法
取
引
等
の
定
義
を
例
示
す

る
こ
と
で
、
各
国
の
犯
罪
に
対
す

る
理
解
が
整
え
ら
れ
た
。

⑷　

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
基
準
の
厳

格
化

　

第
４
次
審
査
に
お
け
る
強
化
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
な
る
基
準
は
、

以
下
の
４
点
で
あ
っ
た
。

・
法
令
等
整
備
状
況
で
Ｎ
Ｃ
ま
た

は
Ｐ
Ｃ
が
８
つ
以
上

・
法
令
等
整
備
状
況
で
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

勧
告
３
、
５
、
10
、
11
、
20
の

何
れ
か
一
つ
で
も
Ｎ
Ｃ
ま
た
は

Ｐ
Ｃ

・
有
効
性
で
Ｌ
ｏ
ｗ
ま
た
は
Ｍ
ｏ

ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
が
７
つ
以
上

・
有
効
性
で
Ｌ
ｏ
ｗ
が
４
つ
以
上

　

こ
れ
に
対
し
、
第
５
次
審
査
で

は
法
令
等
整
備
状
況
に
係
る
基
準

が
一
つ
増
え
る
と
と
も
に
、
以
下

著
し
く
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
っ
て
い

る
（
太
字
線
引
が
変
更
箇
所
）。

・
法
令
等
整
備
状
況
で
Ｐ
Ｃ
が
５

つ
以
上

・
法
令
等
整
備
状
況
で
一
つ
で
も

Ｎ
Ｃ

・
法
令
等
整
備
状
況
で
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

勧
告
３
、
５
、
６
、
10
、
11
、

20
の
何
れ
か
一
つ
で
も
Ｐ
Ｃ

・
有
効
性
で
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ

が
６
つ
以
上
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・
有
効
性
で
一
つ
で
も
Ｌ
ｏ
ｗ

　
　

わ
が
国
の
対
応
状
況

⑴　

基
本
方
針
策
定
の
経
緯
・
目

的

　

経
済
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
な
ど
に
加
え
、
近
年
の

国
際
情
勢
の
不
安
定
化
に
よ
り
、

不
正
な
資
金
の
流
れ
も
複
雑
化
・

多
様
化
し
て
い
く
傾
向
は
ま
す
ま

す
強
ま
っ
て
い
く
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
４
次
審
査
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
審
査
や
２
０
２
５
年
か
ら

開
始
予
定
の
第
５
次
審
査
に
向
け

た
対
応
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
２

０
２
１
年
８
月
に
「
政
策
会
議
」

が
設
置
さ
れ
、今
般
、「
基
本
方
針
」

を
決
定
さ
れ
た
。

⑵　

わ
が
国
を
取
り
巻
く
リ
ス
ク

　

毎
年
、
作
成
・
公
表
さ
れ
る
犯

罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
や
、

世
界
的
規
模
で
政
府
機
関
や
企
業

等
を
標
的
と
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
、
基
本
方
針
は
、
我
が
国
に
お

け
る
リ
ス
ク
、
国
際
情
勢
を
め
ぐ

る
リ
ス
ク
・
国
際
的
な
課
題
の
概

要
を
図
表
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。

⑶　

取
組
む
べ
き
４
つ
の
柱

　

前
述
の
と
お
り
、
マ
ネ
ロ
ン
等

対
策
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

わ
が
国
内
の
リ
ス
ク
に
加
え
、
新

た
な
技
術
の
普
及
や
国
際
的
な
議

論
の
進
展
な
ど
、
考
慮
す
べ
き
要

素
が
拡
大
・
多
様
化
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
、
実
効
的
な
マ
ネ
ロ

ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融

対
策
を
講
じ
る
た
め
、
基
本
方
針

で
は
、
以
下
４
つ
の
柱
に
基
づ
き
、

具
体
的
な
対
策
に
取
り
組
ん
で
い

く
と
し
て
い
る
。

①
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ

の
徹
底

　

国
内
外
の
リ
ス
ク
情
勢
の
大
幅

な
変
化
を
踏
ま
え
、
変
化
す
る
リ

ス
ク
を
適
時
的
確
に
分
析
・
把
握

し
、
そ
の
リ
ス
ク
認
識
を
わ
が
国

の
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
や
、
マ
ネ
ロ

ン
等
対
策
の
義
務
を
負
っ
て
い
る

金
融
機
関
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
、

宅
地
建
物
取
引
業
者
、
宝
石
・
貴

金
属
等
取
扱
事
業

者
等
の
取
組
を
強

化
し
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
拡
散

金
融
対
策
に
つ
い

て
も
、
２
０
２
０

年
10
月
の
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
の
勧
告
改
訂
を

踏
ま
え
、
実
効
性

を
高
め
て
い
く
。

②
新
技
術
へ
の
速

や
か
な
対
応

　

暗
号
資
産
等
の

新
た
な
技
術
の
普

及
に
伴
い
国
内
外

の
経
済
・
金
融
活

動
が
大
き
く
変
化

し
つ
つ
あ
り
、
そ

れ
に
伴
う
新
た
な

リ
ス
ク
に
目
を
向

け
る
こ
と
に
加
え
、

デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
Ｄ
Ｘ
）

の
進
展
を
捉
え
、
金
融
機
関
等
に

よ
る
対
策
の
実
効
性
や
効
率
性
の

向
上
を
図
る
。

③
国
際
的
な
協
調
・
連
携
の
強
化

　

国
際
情
勢
が
刻
々
と
変
化
す
る

状
況
下
に
お
い
て
は
、
我
が
国
が

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡

3

図表　わが国におけるリスク、国際情勢をめぐるリスク・国際的な課題の概要

（出典：マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の概要（政策会議、2022 年 5月）の一部抜粋）

わが国におけるリスク

我が国の環境
・北東アジアに位置する島国
・世界経済の中で重要な地位、世界有数
の国際金融センター

マネロン事犯の主体 ・暴力団、特殊詐欺犯行グループ、来日外国人犯罪グループ
高リスクな取引形態 ・非対面取引、現金取引、外国との取引
高リスクな国・地域 ・イラン、北朝鮮

高リスクな顧客属性

・反社会的勢力（暴力団等）
・国際テロリス卜
・非居住者
・外国の重要な公的地位を有する者
・実質的支配者が不透明な法人等

相対的に高リスクの
商品・サービス

・預金取扱金融機関が取り扱う商品等
・資金移動サービス
・暗号資産取引

その他の商品・サー
ビス

保険、投資、信託、金銭貸付け、外貨両
替、ファイナンスリース、クレジットカ
ード、不動産、宝石・貴金属、郵便物受
取サービス、電話受付代行、電話転送サ
ービス、法律・会計関係サービス

国際情勢をめぐるリスク、国際的な課題

国際テロ、テロ資金
供与

・国際テロ組織によるソーシャルメ
ディアや暗号資産等を利用した資
金調達

・テロのリスクが低い国でも、テロ
資金の収集・貯蔵に利用されるリ
スク

・合法的企業やNPOを悪用した資
金調達

拡散金融
・北朝鮮サイバー攻撃による暗号資
産の違法取得

・「瀬取り」等による制裁回避
経済制裁等 ・暗号資産を通じた制裁違反・回避

環境犯罪
・野生動植物の違法取引や悪質な廃
棄物投棄等を前提犯罪とするマネ
ロン

G20/G7、FATFで
取り上げられている
課題

・新たな技術（暗号資産、ステーブ
ルコイン）
・法人等を悪用したマネロン等
・財産回復のキャパシティ強化
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散
金
融
対
策
の
「
抜
け
穴
」
と
な

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
Ｇ
７
を
は

じ
め
と
す
る
国
際
社
会
と
緊
密
に

連
携
し
対
応
し
て
い
く
。

④
関
係
省
庁
、
官
民
の
連
携
強
化

　

政
策
会
議
を
活
用
し
、
強
力
に

対
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
各

業
界
団
体
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。

⑷　

具
体
的
な
対
策

　

基
本
方
針
に
は
８
つ
の
対
策
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
金
融
機
関

の
関
連
す
る
主
な
も
の
を
抜
粋
す

る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
リ
ス
ク
分
析
の
さ
ら
な
る
進
化

　

マ
ネ
ロ
ン
等
に
係
る
リ
ス
ク
評

価
と
並
行
し
て
、
新
た
に
拡
散
金

融
の
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
す
る
。

②
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
の
監
督
強
化
等

宅
地
建
物
取
引
業
者
、
宝
石
・
貴

金
属
等
取
扱
事
業
者
等
、
す
べ
て

の
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
を
顧
客
管
理
義

務
の
対
象
と
す
る
た
め
の
必
要
な

措
置
を
検
討
・
実
施
や
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
整
備
等
を
行
う
。

③
非
営
利
団
体
の
悪
用
防
止

　

適
切
な
リ
ス
ク
評
価
や
リ
ス
ク

ベ
ー
ス
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
好
事
例
を
公
表

す
る
。

④
法
人
及
び
信
託
の
透
明
性
向
上

　

２
０
２
２
年
１
月
に
運
用
が
開

始
さ
れ
た
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト

制
度
の
利
用
促
進
と
と
も
に
、
法

人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
に
関
す

る
制
度
整
備
に
向
け
た
検
討
を
進

め
る
。
こ
の
ほ
か
、
民
事
信
託
及

び
外
国
信
託
に
つ
い
て
も
方
策
を

検
討
し
、
実
施
す
る
。

⑤
国
内
外
の
情
勢
変
化
を
踏
ま
え

た
政
策
の
不
断
の
見
直
し

　

２
０
２
２
年
４
月
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

大
臣
宣
言
を
踏
ま
え
、
実
質
的
支

配
者
情
報
の
透
明
性
向
上
等
へ
の

対
応
を
速
や
か
に
行
い
、
我
が
国

が
規
制
の
「
抜
け
穴
」
に
な
ら
な

い
よ
う
、
当
局
の
体
制
強
化
も
含

め
、
必
要
な
対
策
を
検
討
・
実
施

し
て
い
く
。

　
　

金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る
対

応

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
相
互
審
査
は
国
の
評

価
で
あ
り
、
金
融
機
関
の
規
模
の

大
小
や
業
態
を
問
わ
ず
、
対
応
す

べ
き
こ
と
の
質
は
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
、
今
後
、
態
勢
が
脆
弱
な
金

融
機
関
が
狙
わ
れ
る
傾
向
は
ま
す

ま
す
顕
著
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
２
０
２
１
年
公

表
の
行
動
計
画
、「
基
本
方
針
」

の
双
方
を
念
頭
に
置
き
、
対
応
計

画
の
立
案
・
見
直
し
及
び
実
施
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
必
要
に
応

じ
、
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が

改
正
さ
れ
、
Ｆ
Ａ
Ｑ
も
追
加
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
際
、
そ

れ
ら
が
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
、

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
共
同

利
用
も
検
討
の
余
地
大
で
あ
ろ
う
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ベ
ー
ス
と
し

た
ギ
ャ
ッ
プ
分
析
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／

Ｃ
Ｆ
Ｔ
態
勢
高
度
化
の
第
一
歩
と

し
て
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
今

や
、
形
式
的
な
体
制
整
備
の
段
階

で
は
な
く
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

が
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、ヒ
ト
・

モ
ノ
・
カ
ネ
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
、
経
営
陣
が
高
い
意
識
を
持

ち
、
態
勢
高
度
化
を
積
極
的
に
推

進
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
本
の
中
小
企
業
は
高

い
技
術
を
有
し
て
い
る
会
社
も
数

多
く
、
そ
の
製
品
が
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
大
量
破
壊
兵
器
に
転

用
さ
れ
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。

そ
の
な
る
と
、
地
域
金
融
機
関
で

あ
っ
て
も
、
拡
散
金
融
に
関
わ
っ

て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
ま
た
、

昨
今
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
対
す
る
社
会
的

な
関
心
の
高
ま
り
か
ら
は
、
輸
入

禁
止
の
野
生
動
植
物
に
係
わ
る
リ

ス
ク
等
に
も
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　

今
一
度
、
Ｋ
Ｙ
Ｃ
（
＝
お
客
様

を
知
る
）
を
徹
底
し
、
自
ら
の
顧

客
を
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
マ
ネ
ロ
ン
対

策
の
両
面
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
書
の
う
ち
意
見
に
わ

た
る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解

で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
し
、
ま
た

は
、
か
つ
て
所
属
し
た
組
織
・
団

体
等
の
見
解
で
は
な
い
。
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